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秦野市議会第２回定例会(６月議会)が６月２日から６月２２日の会期で 

開催され、主な市長提出議案の結果につきましては、第１６号でお知らせ 

しましたので、第２弾として、今定例会で審議された陳情への私の考えや 

審議結果、そして直近のトピックスなどを以下に記載致します。 

＜主な陳情の審査結果＞ 
項 陳情件名 考え 結果 

１ 
秦野市で中学校完全給食実

施を求める陳情 
継続 継続 

２ 
神奈川県最低賃金の改定等

についての陳情 
賛成 採択 

３ 

保険診療への消費税をゼロ

税率課税（免税措置）とする

意見書提出を求める陳情 

反対 
不採

択 

４ 

子供たちに豊かな学びを保

障するために、少人数学級の

実現、教育予算の増額、義務

教育費国庫負担制度の堅

持・拡充を求める陳情 

賛成 採択 

５ 

「慰安婦問題」に関する適切

な対応についての意見書提

出を求める陳情 

趣旨

賛成 

趣旨

採択 

６ 
子宮頸がんワクチン被害者

への支援等を求める陳情 

趣旨

賛成 

趣旨

採択 

７ 

国際平和支援法案及び平和

安全法制整備法案の廃案を

求める陳情 

賛成 
不採

択 

 
 

 

 

 

☆☆☆ 市政相談は「やひろ伸二後援会」事務所まで ☆☆☆ 

議会だより 
連絡先： 

〒259－1304 秦野市堀山下１番地 

 ℡．0463－88－2777（後援会事務所） 

 

秦
野
市
中
央
運
動
公
園
野

球
場
の
電
光
掲
示
板
の
工
事

が
完
了
し
、
竣
工
式
が
６
月

20

日
に
行
わ
れ
、
来
賓
と
し

て
出
席
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
電
光
掲
示
板
化
は
、

市
野
球
協
会
な
ど
か
ら
要
望

が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、

今
年
完
成
し
な
け
れ
ば
、
夏

の
神
奈
川
県
高
野
連
の
県
予

選
は
秦
野
球
場
で
実
施
し
な

い
と
の
打
診
も
受
け
て
い
た

よ
う
で
す
。 

 

竣
工
後
、
市
内
３
校
の
高

校
が

一
回
戦
を
こ
の
球
場
で

そ
れ
ぞ
れ
戦
い
ま
し
た
。 

 

６月３０日、国土交通省において、全国４か所のう

ち（仮称）秦野ＳＡスマートインターチェンジが新規

事業化されました。 

本市では本年６月２日に「（仮称）秦野ＳＡスマート

インターチェンジ地区協議会」を開催し、実施計画書

を国土交通省、（独）日本高速道路保有・債務返済機構

及び中日本高速道路（株）に対して提出し、事業化を

待っていたころです。 

なお、現時点で連結許可（スマートＩＣと市道の連

結許可等）の時期は未定ですが、引き続き速やかに対

応できるよう準備が進められます。 

この事業化により、市内の活性化が期待されます。 

 

＜サービスエリアのイメージ図＞ 

※秦野市役所のホームページより抜粋 

◆秦野ＳＡ（仮称）スマートＩＣを活かした周辺土地利用構想 

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/shintomei/documents/04_kouso.pdf 



（２）２０１５年７月                                  第１７号 

平成２７年第２回定例会 議会活性化特別委員会【総括報告】 
 

 ６月２２日、秦野市議会第２回定例会の最終日、私は議会活性化特別委員会 

の委員長として、これまでの総括となる中間報告を読み上げました。 

 この議会活性化特別委員会は、平成２１年の「議会基本条例」制定に伴い設 

置され、制定後の平成２３年９月より改選後のメンバーにて「議会基本条例」 

に基づく様々な課題を調査・研究するため再設置されたものです。 

 
 

１．議員定数の削減： ２６人⇒２４人 

  （平成２７年９月改選より） 

２．議会報告会の開催：合計４回開催（任期中） 

３．議員報酬のあり方：現在５％の削減中、 

特別職報酬等審議会へ諮問依頼 

４．通年議会：    改選後に改めて検討 

５．議員間討議：   試行中 

６．逆質問：     試行中 

７．議決すべき事件： 総合計画基本構想、まちづく 

 りに関する憲章及び宣言の制定等、姉妹都市又は友 

 好都市の提携を議決事件に追加 

８．対面式演壇：   現行通り 

９．委員会中心主義： 現行通り 

10．選挙日程を４月へ：今後必要に応じて課題とする 

11．採決賛否公開：  今後必要に応じて課題とする   

など 

 ◆秦野市議会 活性化特別委 総括を報告 

（タウンニュース 秦野版） 
≪http://www.townnews.co.jp/0610/2015/06/27/289347.html≫ 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

同特別委員会は、任期中に限り設置されているも

ので、平成２７年８月の秦野市議会議員選挙によ

る改選された後の設置については未定となってい

ます。 

 今後も世の中の流れに合う議会とする必要があ

りますので、何らかの形で改革を続ける必要があ

ると私は考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜第４回議会報告会(秦野商工会議所)＞ 

※秦野市役所のホームページより抜粋 

☆☆☆ 市政相談は「やひろ伸二後援会」事務所まで ☆☆☆ 

これまでの審議内容 

 

国政への願い！ 

 

多くの憲法学者の見解では、現行の憲法下では同法案

は「違憲」との判断が示されている中、今国会の会期を

延長し７月１６日午後、安全保障関連法案は衆議院本会

議で採決され、参議院に送付されました。私は国民の理

解もなく、法案を通したことに対し憤りを感じていま

す。 

 安倍首相は、第９７代首相に選出され衆院本会議に先

立つ自民党両院議員総会において「歴史的使命を感じな

がら政策を進め、強い日本、強い経済を取り戻していか

なければならない。」と述べたと言われています。 

 本当の「強い日本」とは、どのような日本なのか、私

たちも共に考えて行かなければならないと思いますし、

過去の戦争について反省し、過ちを二度と繰り返さないようにすることも必要だと思います。 

もし、どうしても安全保障関連法案が成立しないと「強い日本」になれないというのであれば、ま

ずは憲法を改正した上で広く国民の理解を得ることが必要だと私は思います。 

  ◆安保関連法案反対の憲法学者ら 撤回求める（ＮＨＫ ＮＥＷＳ ＷＥＢ） 

  http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150624/k10010126111000.html 

 


